
令和 8 年 1 月 7 日 

「空き家無料相談会」開催 

空き家に関するお悩み相談に専門家が応じます 

 

　空き家の所有者責任、適切な管理、防犯・防火対策、利活用方法等、その解決

には専門的な知識が必要なことが多々あります。そこでＮＰＯ法人群馬県不動

産コンサルティング協会では、相談者のお悩み事について、総合的な観点や

様々な角度からアドバイスを行い、より解決に向かって進展していくよう、無料

相談会を開催いたします。 

 

空き家のこんなお悩みありませんか？ 

❒ 持っている空き家を手放したい。 

❒ 売りたいけど、空き家のおおよその売却価格を知りたい。 

❒ 親の空き家を相続することになるが、どうしたらよいか。 

 

１．日時　：　1 月 19 日（月）　　午前 9 時 30 分から 11 時 30 分まで　 

２．会場　：　安中市役所　本庁 3 階 305 会議室 

３．対象　：　安中市に空き家を所有する人 

４．申し込み方法　：　１月 16 日(金)までに電話で申し込み　 

５．申し込み・問い合わせ先　：　NPO 法人群馬県不動産コンサルティング協会 

℡027-363-9866 

 

当日は、市職員による空き家除却補助金、空き家バンク制度等の説明も行います。 

除却
活用

【問い合わせ】 

まちづくり部建築住宅課住宅政策係 

℡027-38２-１１１１（内線 1253）



 

安中市空き家相談会 
 

安中市では、市内に空き家を所有されている方々を対象として、専門家に

よる空き家の管理や処分について無料相談会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主  催】安中市 

【協力団体】NPO 法人群馬県不動産コンサルティング協会 

 

 
 
 
日  時 令和 8 年 1 月 19（月）午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分 

会  場 安中市役所 305 会議室 

（安中市安中 1 丁目 23-13） 

対  象 安中市に空き家を有する人 

参 加 料 無料 

相談時間 1 組 約 30 分 

【問い合わせ先】 
安中市役所 まちづくり部建築住宅課 住宅政策係 
電話：027-382-1111 （内線 1252・1253） 

空き家相談会を開催します。 

相談無料 

申込方法 電話（027-363-9866） NPO 法人群馬県不動産コンサルティング協会 

 

締   切 1 月 16 日（金） ※当日の参加も可能です 


